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改正前 改正後 

 

 企業再生支援機構の実務運用標準  

平成２１年１１月４日制定 

  

 

株式会社企業再生支援機構 

本実務運用標準は、株式会社企業再生支援機構（以下「機構」という。）が公的な使命

を担う機関として企業再生に取り組むにあたって、事業再生の手続や依拠すべき基準等の

準則を定めたものである。  

 

１．支援対象となり得る事業者  

機構は、次の全ての要件を満たす事業者に対し、事業再生の支援を行うものである。  

（１）有益な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の

事業者
（＊１）

であって、債権放棄等の金融支援を受けて事業再生を図ろうとするものであるこ

と。  

（＊１）地方三公社、国又は地方公共団体が1/4以上を出資している法人など、株式会社企業

再生支援機構法（平成２１年法律第６３号。以下「法」という。）第２５条第１項各号に

掲げる法人は除く。  

（２）当該事業者に係る事業再生計画が株式会社企業再生支援機構支援基準（平成２１年内閣

府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第１号。以下「支援基準」という。）を

満たすこと。  

２．企業再生支援委員会  

（１）企業再生支援委員会（以下「委員会」という。）は、法の定めに従い、支援決定その他

機構の業務等に関する決定を行う。  

（２）委員会は、法の規定に基づき組織・運営される。  

（３）委員会の委員には、債務処理に関する専門的な知識と経験を有する者を少なくとも３人

以上かつ委員総数の過半数含めるものとする。  

３．事業者等による事前相談  

機構は、事業者等
（＊２）

から事業再生に関する相談を受けたときは、関係者への聞き取り調査

や簡易な資産査定（いわゆる「プレ・デュー・デリジェンス」）等を実施し、当該相談に係る

事業者が１．の各要件を満たす可能性があると判断した場合には、事業再生計画の策定支援に

着手する。  

（＊２）機構に対して事業再生に関する相談をすることが出来る者は、事業者自身に限られな

い。  

４．事業再生計画の策定支援  

（１）機構は、機構内部の担当チームや外注による財務、事業、法務等に係る資産査定（いわ

 

地域経済活性化支援機構の実務運用標準  

平成２１年１１月４日制定 

平成２５年３月１８日改定 

平成２５年５月２８日改定 

株式会社地域経済活性化支援機構  

本実務運用標準は、株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」という。）が公的

な使命を担う機関として企業再生に取り組むにあたって、法人税法（昭和４０年法律第３

４号）第２５条第３項又は第３３条第４項の適用を受けようとする事業者に係る事業再生

の手続や依拠すべき基準等の準則を定めたものである。  

１．支援対象となり得る事業者  

機構は、次の全ての要件を満たす事業者に対し、事業再生の支援を行うものである。  

（１）有益な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その他の事業者
（＊１）

であって、債権放棄等の金融支援を受けて事業再生を図ろうとするものであること。  

 

（＊１）地方三公社、国又は地方公共団体が1/4以上を出資している法人など、株式会社地域

経済活性化支援機構法（平成２１年法律第６３号。以下「法」という。）第２５条第１項

各号に掲げる法人は除く。  

（２）当該事業者に係る事業再生計画が株式会社地域経済活性化支援機構支援基準（平成２１

年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第１号。）のうちの再生支援決定

基準（以下「支援基準」という。）を満たすこと。  

２．地域経済活性化支援委員会  

（１）地域経済活性化支援委員会（以下「委員会」という。）は、再生支援をするかどうかの

決定その他法の定める機構の業務等に関する決定を行う。  

（２）委員会は、法の規定に基づき組織・運営される。  

（３）委員会の委員には、債務処理に関する専門的な知識と経験を有する者を少なくとも３人

以上かつ委員総数の過半数含めるものとする。  

３．事業者等による事前相談  

機構は、事業者等
（＊２）

から事業再生に関する相談を受けたときは、関係者への聞き取り調査

や簡易な資産査定（いわゆる「プレ・デュー・デリジェンス」）等を実施し、当該相談に係る

事業者が１．の各要件を満たす可能性があると判断した場合には、事業再生計画の策定支援に

着手する。  

（＊２）機構に対して事業再生に関する相談をすることが出来る者は、事業者自身に限られな

い。  

４．事業再生計画の策定支援  

（１）機構は、機構内部の担当チームや外注による財務、事業、法務等に係る資産査定（いわ
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ゆる「デュー・デリジェンス」）を通じ、事業者の状況を詳しく把握し、当該事業者の事業

再生計画の策定を支援する。  

（２）事業者は、機構等の協力も得つつ、再生に向けて必要な施策を立案し、具体的かつ実現

可能な事業再生計画を作成する。  

５．事業再生計画の内容  

事業再生計画は、次の内容を含むものでなければならない。  

①対象事業者の概要  

②支援申込みに至った経緯  

③事業再構築計画の具体的内容  

④今後の事業見通し  

⑤債権者への金融支援依頼事項  

※ 当該部分においては、別紙１に定められた「資産評定基準」に基づく公正な価額によ

り評定された資産及び負債の価額を基礎として実態貸借対照表が作成されていること。

また、債務者に対して債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転

（以下「債務免除等」という。）が必要と認められるときは、当該貸借対照表における

資産及び負債の価額、事業再生計画における損益の見込み等に基づき、各債権者が対象

事業者に対して行う債務免除等をする金額が定められていなければならない。  

⑥今後の財務状況の見通し  

⑦資金繰り計画  

⑧弁済計画  

⑨支援基準適合性  

⑩株主、経営者の責任  

※ 債務免除等を受けるときは、支配株主の支配権を消滅させるとともに、増減資により既

存株主の割合的地位を消滅させるか大幅に低下させる。  

※ 債務免除等を受けるときは、経営者は原則として退任する。債権者やスポンサーの意向

により引続き経営に参画する場合も私財の提供など相程度の責任を追及する。  

⑪法的整理との比較  

６．支援決定等  

（１）機構は、法第２５条第１項に規定する事業者から再生支援の申込みがあったときは、遅

滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかの決定を行い、結果を当該事業者（法

第６２条第２項の規定による書面を添付しての申込みである場合には、当該事業者及び当該

書面を交付した認定支援機関）に通知する。なお、事業者からの再生支援の申込みについて

は、債権者その他の者との連名によることを妨げない。  

（２）機構は、再生支援をする旨の決定（以下「支援決定」という。）を行ったときは、併せ

て、関係金融機関等の選定、必要債権額及び買取申込み等期間の決定並びに回収等停止要請

をすべきかどうかの決定を行う。  

ゆる「デュー・デリジェンス」）を通じ、事業者の状況を詳しく把握し、当該事業者の事業

再生計画の策定を支援する。  

（２）事業者は、機構等の協力も得つつ、再生に向けて必要な施策を立案し、具体的かつ実現

可能な事業再生計画を作成する。  

５．事業再生計画の内容  

事業再生計画は、次の内容を含むものでなければならない。  

①再生支援対象事業者の概要  

②支援申込みに至った経緯  

③事業再構築計画の具体的内容  

④今後の事業見通し  

⑤債権者への金融支援依頼事項  

※ 当該部分においては、別紙１に定められた「資産評定基準」に基づく公正な価額によ

り評定された資産及び負債の価額を基礎として実態貸借対照表が作成されていること。

また、債務者に対して債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転

（以下「債務免除等」という。）が必要と認められるときは、当該貸借対照表における

資産及び負債の価額、事業再生計画における損益の見込み等に基づき、各債権者が再生

支援対象事業者に対して行う債務免除等をする金額が定められていなければならない。  

⑥今後の財務状況の見通し  

⑦資金繰り計画  

⑧弁済計画  

⑨支援基準適合性  

⑩株主、経営者の責任  

※ 債務免除等を受けるときは、支配株主の支配権を消滅させるとともに、増減資により既

存株主の割合的地位を消滅させるか大幅に低下させる。  

※ 債務免除等を受けるときは、経営者は原則として退任する。債権者やスポンサーの意向

により引続き経営に参画する場合も私財の提供など相程度の責任を追及する。  

⑪法的整理との比較  

６．再生支援決定等  

（１）機構は、法第２５条第１項に規定する事業者から再生支援の申込みがあったときは、遅

滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかの決定を行い、結果を当該事業者（法

第６１条第２項の規定による書面を添付しての申込みである場合には、当該事業者及び当該

書面を交付した認定支援機関）に通知する。なお、事業者からの再生支援の申込みについて

は、債権者その他の者との連名によることを妨げない。  

（２）機構は、再生支援をする旨の決定（以下「再生支援決定」という。）を行ったときは、

併せて、関係金融機関等の選定、必要債権額及び買取申込み等期間の決定並びに回収等停止

要請をすべきかどうかの決定を行う。  
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（３）支援決定の期限は、機構の成立の日から２年以内とする。ただし、機構があらかじめ主

務大臣の認可を受けた事業者に対しては、当該成立の日から２年６ヶ月以内とする。  

７．買取申込み等の求め  

機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、関係金融機関等に対し、支援決定の日から起算

して３ヶ月以内で機構が定める期間（以下「買取申込み等期間」という。）内に、当該関係金

融機関等が対象事業者に対して有するすべての債権につき、次の①の申込み又は②の同意をす

る旨の回答（以下「買取申込み等」という。）をするように求める。  

 

 

 

① 債権の買取りの申込み  

② 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意（対象事業者に対する貸付

債権を信託財産とし、事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせるための信

託の申込みを含む。）  

※ なお、機構は、法の定めに従い、一定の場合において買取申込み等期間の延長をすることが

できる。  

８．回収等停止要請  

（１）機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他債権者としての権利の行

使（以下「回収等」という。）をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事

業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等

に対し、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請（以下「回収等

停止要請」という。）を行う。  

（２）買取申込み等期間が満了する前に、買取決定を行い、又は支援決定を撤回したときは、

直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨をすべての関係金融機関等に通知する。  

９．債権者説明会等  

（１）機構は、関係金融機関等に事業再生計画の内容及び支援決定日以降の諸手続等の速やか

な理解を得るため、回収等停止要請の通知を行った日から、極力早期に、関係金融機関等に

対する説明会を開催する。  

（２）機構は、債権者説明会の終了後、金融支援額を最終確定する前の段階で、事業再生計画

上の金融支援額の算出根拠となった借入内容及び担保内容を関係金融機関等に対して提示

の上、基礎情報の内容に誤りがないかどうかを確認する。併せて、担保設定に係る契約書類

等の提出を受けて、申告されている担保が法的に有効なものであることの確認を行う。  

（３）機構は、必要に応じて、事業再生計画の内容の十分な理解を得るとともに、買取決定後

の金融取引面での支援の継続を促すため、関係金融機関等を個別に訪問し、説明を行う。  

１０．買取決定等  

（１）機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関

（３）再生支援決定の期限は、平成３０年３月３１日とする。ただし、機構があらかじめ主務

大臣の認可を受けた事業者に対しては、同年９月３０日とする。  

７．買取申込み等の求め  

機構は、再生支援決定を行ったときは、直ちに、関係金融機関等に対し、再生支援決定の日

から起算して３ヶ月以内で機構が定める期間（以下「買取申込み等期間」という。）内に、当

該関係金融機関等が再生支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次の①の申込み又

は②の同意をする旨の回答（以下「買取申込み等」という。）をするように求める。この場合

において、関係金融機関等に対する求めは、①の申込みをする旨の回答をするように求める方

法又は①の申込み若しくは②の同意のいずれかをする旨の回答をするように求める方法のいず

れかにより行う。 

① 債権の買取りの申込み  

② 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意（再生支援対象事業者に対

する貸付債権を信託財産とし、事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせる

ための信託の申込みを含む。）  

※ なお、機構は、法の定めに従い、一定の場合において買取申込み等期間の延長をすることが

できる。  

８．回収等停止要請  

（１）機構は、関係金融機関等が再生支援対象事業者に対し債権の回収その他債権者としての

権利の行使（以下「回収等」という。）をすることにより、買取申込み等期間が満了する前

に再生支援対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、全ての

関係金融機関等に対し、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないことの要請

（以下「回収等停止要請」という。）を行う。  

（２）買取申込み等期間が満了する前に、買取決定を行い、又は再生支援決定を撤回したとき

は、直ちに、回収等停止要請を撤回し、その旨を全ての関係金融機関等に通知する。  

９．債権者説明会等  

（１）機構は、関係金融機関等に事業再生計画の内容及び再生支援決定日以降の諸手続等の速

やかな理解を得るため、回収等停止要請の通知を行った日から、極力早期に、関係金融機関

等に対する説明会を開催する。  

（２）機構は、債権者説明会の終了後、金融支援額を最終確定する前の段階で、事業再生計画

上の金融支援額の算出根拠となった借入内容及び担保内容を関係金融機関等に対して提示

の上、基礎情報の内容に誤りがないかどうかを確認する。併せて、担保設定に係る契約書類

等の提出を受けて、申告されている担保が法的に有効なものであることの確認を行う。  

（３）機構は、必要に応じて、事業再生計画の内容の十分な理解を得るとともに、買取決定後

の金融取引面での支援の継続を促すため、関係金融機関等を個別に訪問し、説明を行う。  

１０．買取決定等  

（１）機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前に全ての関係
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係金融機関等から買取申込み等（７．①の申込み及び７．②の信託の申込みに限る。この段

落において同じ。）があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等に対し、支援基準

に従って、債権の買取り又は対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受

け（以下「債権買取り等」という。）をするかどうかの決定を行う。  

（２）機構は、債権買取り等をする旨の決定（以下「買取決定」という。）をするときは、一

括して行う。  

（３）機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるもの

の額及び７．②の同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を

行わない。  

（４）関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、当該関係金融機関等か

らの買取申込み等に対し、買取決定を行わない。  

（５）機構が買取決定又は７．②の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権

額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定（以下「買取決定等」という。）

を行ったときは、次のとおり実行することとする。  

機構は７．①の申込みをした関係金融機関等が有する債権を買い取るとともに当該債権に

ついて事業再生計画に基づき必要な債務免除等を実行するものとし、また、７．②の信託の

申込みをした関係金融機関等が有する貸付債権を信託財産として引き受けるとともに事業

再生計画に基づき必要な債務免除等を実行するものとする。  

（６）機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正

な時価を上回らないものとする。  

１１．支援決定の撤回等  

（１）機構は、法の定めに従い、買取申込み等期間が満了しても買取申込み等がなかったとき

その他の場合には、速やかに、支援決定を撤回する。  

（２）機構は、支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者等（６．（１）括弧書きの場

合には、対象事業者等及び当該書面を交付した認定支援機関）に対し、その旨を通知する。 

  

１２．事業再生計画の実行等  

（１）支援決定後、機構は、事業再生計画に従って、対象事業者に対する融資、債務保証、出

資、人材派遣等を行い、その事業の再生を支援する（ただし、出資は買取決定等を行った後

でないとしてはならない。）。また、事業再生計画の実施状況について必要なモニタリング

を行う。 

（２）機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、支援決定の日から３年（６．

の主務大臣の認可を受けて支援決定を行った場合は、機構の成立の日から５年）以内に、対

象事業者に係る債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を含め、対象事業者に

対するすべての再生支援を完了するように努める。  

 

金融機関等から買取申込み等（７．①の申込み及び７．②の信託の申込みに限る。この段落

において同じ。）があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等に対し、支援基準に

従って、債権の買取り又は再生支援対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託

の引受け（以下「債権買取り等」という。）をするかどうかの決定を行う。  

（２）機構は、債権買取り等をする旨の決定（以下「買取決定」という。）をするときは、一

括して行う。  

（３）機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるもの

の額及び７．②の同意に係るものの額の合計額が必要債権額に満たないときは、買取決定を

行わない。  

（４）関係金融機関等が回収等停止要請に反して回収等をしたときは、当該関係金融機関等か

らの買取申込み等に対し、買取決定を行わない。  

（５）機構が買取決定又は７．②の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権

額を満たした場合における債権買取り等をしない旨の決定（以下「買取決定等」という。）

を行ったときは、次のとおり実行することとする。  

機構は７．①の申込みをした関係金融機関等が有する債権を買い取るとともに当該債権に

ついて事業再生計画に基づき必要な債務免除等を実行するものとし、また、７．②の信託の

申込みをした関係金融機関等が有する貸付債権を信託財産として引き受けるとともに事業

再生計画に基づき必要な債務免除等を実行するものとする。  

（６）機構が債権の買取りを行う場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を勘案した

適正な時価を上回らないものとする。  

１１．再生支援決定の撤回等  

（１）機構は、法の定めに従い、買取申込み等期間が満了しても買取申込み等がなかったとき

その他の場合には、速やかに、再生支援決定を撤回する。  

（２）機構は、再生支援決定を撤回したときは、直ちに、再生支援対象事業者等（６．（１）

括弧書きの場合には、再生支援対象事業者等及び当該書面を交付した認定支援機関）に対し、

その旨を通知する。  

１２．事業再生計画の実行等  

（１）再生支援決定後、機構は、事業再生計画に従って、再生支援対象事業者に対する融資、

債務保証、出資、人材派遣等を行い、その事業の再生を支援する（ただし、出資は買取決定

等を行った後でないとしてはならない。）。また、事業再生計画の実施状況について必要な

モニタリングを行う。  

（２）機構は、経済情勢、再生支援対象事業者等の事業の状況等を考慮しつつ、再生支援決定

の日から５年以内（６．（３）の主務大臣の認可を受けて再生支援決定を行った場合は、平

成３５年３月３１日まで）で、かつ、できるだけ短い期間内に、再生支援対象事業者に係る

債権又は株式若しくは持分の譲渡その他の処分の決定を含め、再生支援対象事業者に対する

全ての再生支援を完了するように努める。  
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改正前 改正後 

１３．公表  

（１）機構は、法の定めに従い、支援決定その他の決定等を行ったときは、 速やかに、その旨、

対象事業者の名称その他機構が行ったことの概要を示すために必要なものを公表する。  

（２）機構は、事業者があらかじめ申し出た場合には、買取決定等を公表するまでの間に限り、

支援決定（支援決定の撤回を含む。）を公表しないことができる。  

１４．事業再生計画が本実務運用標準に従って策定されたものであること等の確認手続  

機構は、事業再生計画について、１０．の買取決定等を行う段階において次に掲げる要件の

全てを満たしていることについて確認を行い、対象事業者から機構に要請があった場合には、

対象事業者に対して確認書（別紙２様式）を交付する。  

 

（ア） 本実務運用標準に定められた一連の手続きに従って策定された事業再生計画であるこ

と。  

（イ）別紙１に定められた「資産評定基準」に基づく資産評定が行われ、当該資産評定による

価額を基礎とした貸借対照表が作成されていること。また、当該資産評定は公正な価額に

より行われていること。  

（ウ）（イ）の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に

基づいて債務免除等をする金額が定められていること。  

 

 

 

 

※ なお、一定の要件を満たす私的整理に係る再生計画により債務免除等を受ける場合には、債

務者の有する一定の資産について評価損（法人税法第３３条第４項）及び評価益（法人税法

第２５条第３項）の計上、並びに青色欠損金等以外の欠損金を優先して損金に算入（法人税

法第５９条第２項第３号）する税制措置が講じられており、この措置の適用を受ける場合に

は、確認書（別紙２様式）を添付することとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．公表  

  機構は、法の定めに従い、再生支援決定その他機構が行ったことの概要を示すために必要な

ものとして主務省令で定める事項を公表する。 

 

 

１４．事業再生計画が本実務運用標準に従って策定されたものであること等の確認手続 

法人税法施行規則（昭和４０年大蔵省令第１２号）第８条の６第１項第２号イ及びロの要件

を満たす機構は、事業再生計画について、１０．の買取決定等を行う段階において次に掲げる

要件の全てを満たしていることについて確認を行い、再生支援対象事業者から機構に要請があ

った場合には、再生支援対象事業者に対して確認書（別紙２様式）を交付する。  

（ア） 本実務運用標準に定められた一連の手続きに従って策定された事業再生計画であるこ

と。  

（イ）別紙１に定められた「資産評定基準」に基づく資産評定が行われ、当該資産評定による

価額を基礎とした貸借対照表が作成されていること。また、当該資産評定は公正な価額に

より行われていること。  

（ウ）（イ）の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に

基づいて債務免除等をする金額が定められていること。  

（エ） 委員会が再生支援をするかどうかの決定を行ったこと。 

（オ）関係金融機関等に対する買取申込み等の求めが、７．①の申込みをする旨の回答をする

ように求める方法又は７．①の申込み若しくは７．②の同意のいずれかをする旨の回答を

するように求める方法のいずれかにより行われたこと。  

※ なお、一定の要件を満たす私的整理に係る再生計画により債務免除等を受ける場合には、債

務者の有する一定の資産について評価損（法人税法第３３条第４項）及び評価益（法人税法

第２５条第３項）の計上、並びに青色欠損金等以外の欠損金を優先して損金に算入（法人税

法第５９条第２項第３号）する税制措置が講じられており、この措置の適用を受ける場合に

は、確認書（別紙２様式）を添付することとされている。 

 

 

【注】法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２５条第３項又は第３３条第４項の適用を受けよ

うとする事業者以外の事業者に係る事業再生の取扱い 

  機構は、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２５条第３項又は第３３条第４項の適用

を受けようとする事業者以外の事業者の事業再生の支援も行っているところであるが、その

場合は、「地域経済活性化支援機構の実務運用標準」の２．および７．を以下のとおり読み

替えて適用し、１４．は適用しない。 

 

２．地域経済活性化支援委員会  
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（１）地域経済活性化支援委員会（以下「委員会」という。）は、法の定めに従い、再生支援

をするかどうかの決定その他機構の業務等に関する決定を行う。  

（２）委員会は、法の規定に基づき組織・運営される。  

（３）委員会の委員には、債務処理に関する専門的な知識と経験を有する者を少なくとも３人

以上かつ委員総数の過半数含めるものとする。  

 

７．買取申込み等の求め  

機構は、再生支援決定を行ったときは、直ちに、関係金融機関等に対し、再生支援決定の日

から起算して３ヶ月以内で機構が定める期間（以下「買取申込み等期間」という。）内に、当

該関係金融機関等が再生支援対象事業者に対して有する全ての債権につき、次の①の申込み又

は②の同意をする旨の回答（以下「買取申込み等」という。）をするように求める。この場合

において、関係金融機関等に対する求めは、①の申込みをする旨の回答をするように求める方

法、②の同意をする旨の回答をするように求める方法又は①の申込み若しくは②の同意のいず

れかをする旨の回答をするように求める方法のいずれかにより行う。 

① 債権の買取りの申込み  

② 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意（再生支援対象事業者に対

する貸付債権を信託財産とし、事業再生計画に従ってその管理又は処分を機構に行わせる

ための信託の申込みを含む。）  

※ なお、機構は、法の定めに従い、一定の場合において買取申込み等期間の延長をすることが

できる。  
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改正前 改正後 

（別紙１） 

平成２１年１１月４日 

 

 

再生計画における資産評定基準 

 

No 項目 内容 

1 目的  本基準は、債務者の実態的な財政状態を明らかにして債務者の再生可

能性の判断に資する情報を提供し、また、再生可能と見込まれる債務者

が引き続き事業を継続することを可能にしつつ、債務者に対して債権放

棄等の金融支援を行う債権者の経済合理性を満たすような公正かつ適

正な債務処理を行うための手続の一環として、公正な価額による債務者

の有する資産及び負債の価額の評定を行うために定める。 

2 評定の原則 「1目的」に鑑み、本評定では、債務者の有する資産等から回収可能

な価額（直接的な回収額以外の価額を含む）の算出に当たっては、原則

として、時価により評定するものとし、時価として公正な評価額以外の

その他の価額による場合には本基準に評定方法を定めるものとする。た

だし、今後継続使用しない資産については、処分価額により評定するこ

とができる。また、債務者の負う負債等の金額を明らかにするため、別

段の定めのない負債については、原則として一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して評定するものとする。 

なお、本評定を行うに当たっては、適切な評定基準日を設定すること

とする。また、当初の評定から事業再生計画の成立までに事情の変更が

あった場合には、当該変更が評定に与える影響を適切に反映するものと

し、当初の評定基準日が属する事業年度の決算期が到来する等相当の期

間が経過する場合には適切に時点修正するものとする。 

3 用語の定義 １ 時価とは、原則として一定の信頼性をもって測定可能な公正な評価

額をいう。ただし、代替的又特定的にその他の価額による場合があ

る。公正な評価額とは観察可能な市場価格をいい、市場価格が観察

できない場合には合理的に算定された価額をいう。いずれの場合に

も、公正な評価額とは、独立した当事者間による競売又は清算によ

る処分以外の取引において、資産の購入又は売却を行う場合のその

価額をいう。 

２ 処分価額とは、継続を前提とする企業が資産譲渡を行う場合の売却

見積額又は回収見積額から売却又は回収等の処分により負担する可

能性のある取引費用を控除した価額をいう。 

（別紙１） 

平成２１年１１月４日 

 

 

再生計画における資産評定基準 

 

No 項目 内容 

1 目的  本基準は、債務者の実態的な財政状態を明らかにして債務者の再生可

能性の判断に資する情報を提供し、また、再生可能と見込まれる債務者

が引き続き事業を継続することを可能にしつつ、債務者に対して債権放

棄等の金融支援を行う債権者の経済合理性を満たすような公正かつ適

正な債務処理を行うための手続の一環として、公正な価額による債務者

の有する資産及び負債の価額の評定を行うために定める。 

2 評定の原則 「1目的」に鑑み、本評定では、債務者の有する資産等から回収可能

な価額（直接的な回収額以外の価額を含む）の算出に当たっては、原則

として、時価により評定するものとし、時価として公正な評価額以外の

その他の価額による場合には本基準に評定方法を定めるものとする。た

だし、今後継続使用しない資産については、処分価額により評定するこ

とができる。また、債務者の負う負債等の金額を明らかにするため、別

段の定めのない負債については、原則として一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して評定するものとする。 

なお、本評定を行うに当たっては、適切な評定基準日を設定すること

とする。また、当初の評定から事業再生計画の成立までに事情の変更が

あった場合には、当該変更が評定に与える影響を適切に反映するものと

し、当初の評定基準日が属する事業年度の決算期が到来する等相当の期

間が経過する場合には適切に時点修正するものとする。 

3 用語の定義 １ 時価とは、原則として一定の信頼性をもって測定可能な公正な評価

額をいう。ただし、代替的又特定的にその他の価額による場合があ

る。公正な評価額とは観察可能な市場価格をいい、市場価格が観察

できない場合には合理的に算定された価額をいう。いずれの場合に

も、公正な評価額とは、独立した当事者間による競売又は清算によ

る処分以外の取引において、資産の購入又は売却を行う場合のその

価額をいう。 

２ 処分価額とは、継続を前提とする企業が資産譲渡を行う場合の売却

見積額又は回収見積額から売却又は回収等の処分により負担する可

能性のある取引費用を控除した価額をいう。 
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改正前 改正後 

３ 正味実現可能価額とは、資産を通常の営業過程において販売する場

合の即時換金額であり、売価（販売見込額）からアフター・コスト

を控除した価額をいう。 

４ 正味売却価額とは、資産又は資産グループの売却価額から処分費用

見込額を控除した価額をいう。 

５ 一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対す

る債権をいう。 

６ 貸倒懸念債権とは、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁

済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対

する債権をいう。 

７ 破産更生債権等とは、経営破綻又実質的に経営破綻に陥っている債

務者に対する債権をいう。 

4 売上債権 売上債権については、原則として、各債権金額から貸倒見積額を控除

した価額により評定する。貸倒見積額の算定は次の通りとする。 

１ 一般債権については、原則として過去の貸倒実績率等合理的な基準

により貸倒見積額を算定する。ただし、評定基準日以降の回収実績

による算定も可能とする。 

２ 貸倒懸念債権については、当該債権額から担保処分見込額及び保証

による回収見込額を控除し、残額について債務者の財政状態及び経

営成績を考慮して貸倒見積額を算定する。 

３ 破産更生債権等については、当該債権額から担保処分見込額及び保

証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積額とする。また、

清算配当等により回収が可能と認められる額は、担保処分見込額及

び保証による回収見込額と同様に取扱う。 

４ 子会社等の関係会社に対する売上債権に係る貸倒見積額について

は、親会社等として他の債権者と異なる取扱いを受ける可能性があ

る場合には、これによる影響額を合理的に見積もるものとする。 

5 棚卸資産 １ 商品・製品については、正味実現可能価額から販売努力に対する合

理的見積利益を控除した価額により評定する。 

２ 半製品・仕掛品については、製品販売価額から完成までに要する費

用、販売費用及び完成販売努力に対する合理的見積利益を控除した

価額により評定する。 

３ 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき

原材料については、再調達原価により評定する。 

４ 品質低下、陳腐化等により収益性の低下している棚卸資産について

は、正味売却価額、処分価額又は一定の回転期間を超える場合には

３ 正味実現可能価額とは、資産を通常の営業過程において販売する場

合の即時換金額であり、売価（販売見込額）からアフター・コスト

を控除した価額をいう。 

４ 正味売却価額とは、資産又は資産グループの売却価額から処分費用

見込額を控除した価額をいう。 

５ 一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対す

る債権をいう。 

６ 貸倒懸念債権とは、経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁

済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対

する債権をいう。 

７ 破産更生債権等とは、経営破綻又実質的に経営破綻に陥っている債

務者に対する債権をいう。 

4 売上債権 売上債権については、原則として、各債権金額から貸倒見積額を控除

した価額により評定する。貸倒見積額の算定は次の通りとする。 

１ 一般債権については、原則として過去の貸倒実績率等合理的な基準

により貸倒見積額を算定する。ただし、評定基準日以降の回収実績

による算定も可能とする。 

２ 貸倒懸念債権については、当該債権額から担保処分見込額及び保証

による回収見込額を控除し、残額について債務者の財政状態及び経

営成績を考慮して貸倒見積額を算定する。 

３ 破産更生債権等については、当該債権額から担保処分見込額及び保

証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積額とする。また、

清算配当等により回収が可能と認められる額は、担保処分見込額及

び保証による回収見込額と同様に取扱う。 

４ 子会社等の関係会社に対する売上債権に係る貸倒見積額について

は、親会社等として他の債権者と異なる取扱いを受ける可能性があ

る場合には、これによる影響額を合理的に見積もるものとする。 

5 棚卸資産 １ 商品・製品については、正味実現可能価額から販売努力に対する合

理的見積利益を控除した価額により評定する。 

２ 半製品・仕掛品については、製品販売価額から完成までに要する費

用、販売費用及び完成販売努力に対する合理的見積利益を控除した

価額により評定する。 

３ 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき

原材料については、再調達原価により評定する。 

４ 品質低下、陳腐化等により収益性の低下している棚卸資産について

は、正味売却価額、処分価額又は一定の回転期間を超える場合には
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規則的に帳簿価額を切り下げる方法による価額により評定する。 

6 販売用不動

産等 

１ 開発を行わない不動産又は開発が完了した不動産は、正味実現可能

価額から販売努力に対する合理的見積利益を控除した価額により評

定する。 

２ 開発後販売する不動産は、開発後の正味実現可能価額から造成・開

発原価等、今後完成までに要する見込額と販売努力に対する合理的

見積利益を控除した価額により評定する。 

３ なお、合理的見積利益を見積もることが困難な場合には、合理的見

積利益を控除しないことができる。 

４ 売価は、販売公表価格又は販売予定価格とするが、当該価格での販

売見込みが乏しい場合は、観察可能な市場価格がある場合には当該

市場価格とし、観察可能な市場価格がない場合には、不動産鑑定士

の不動産鑑定評価額等、一般に公表されている地価若しくは取引事

例価格又は収益還元価額等の合理的に算定された価額とする。 

7 前払費用 １ 期間対応等により今後継続する事業の費用削減に資することが明ら

かである場合には、役務等の未提供部分に相当する支出額により評

定する。 

２ 今後継続する事業の費用削減に貢献するとは見込まれない場合に

は、契約解除により現金回収が見込まれる回収見込額により評定す

る。 

8 貸付金 １ 原則として、各債権金額から貸倒見積額を控除した価額により評定

する。 

２ 貸倒見積額は、貸付先の決算書等により財務内容を把握し、貸付先

の経営状況及び担保・保証等を考慮した回収可能性に応じて算定す

る。ただし、決算書等の入手が困難な場合には、「４売上債権」に準

じて評定することができる。 

３ 子会社等の関係会社に対する貸付金に係る貸倒見積額については、

親会社等として他の債権者と異なる取扱いを受ける可能性がある場

合には、これによる影響額を合理的に見積もるものとする。 

４ 役員等への貸付金に係る貸倒見積額は、当該役員等の資産や収入の

状況、保証債務の状況等を勘案し算定する。この場合、保証債務又

は経営責任により役員等に経済的負担がある場合等には、保証によ

る回収見込額等と重複しないように留意する。 

５ 従業員に対する住宅取得資金等の貸付金に係る貸倒見積額は、当該

従業員の資産の状況、退職金支払予定額等を勘案して算定する。 

9 未収入金等 １ 金銭債権としての性質を有するものは、原則として「４売上債権」

規則的に帳簿価額を切り下げる方法による価額により評定する。 

6 販売用不動

産等 

１ 開発を行わない不動産又は開発が完了した不動産は、正味実現可能

価額から販売努力に対する合理的見積利益を控除した価額により評

定する。 

２ 開発後販売する不動産は、開発後の正味実現可能価額から造成・開

発原価等、今後完成までに要する見込額と販売努力に対する合理的

見積利益を控除した価額により評定する。 

３ なお、合理的見積利益を見積もることが困難な場合には、合理的見

積利益を控除しないことができる。 

４ 売価は、販売公表価格又は販売予定価格とするが、当該価格での販

売見込みが乏しい場合は、観察可能な市場価格がある場合には当該

市場価格とし、観察可能な市場価格がない場合には、不動産鑑定士

の不動産鑑定評価額等、一般に公表されている地価若しくは取引事

例価格又は収益還元価額等の合理的に算定された価額とする。 

7 前払費用 １ 期間対応等により今後継続する事業の費用削減に資することが明ら

かである場合には、役務等の未提供部分に相当する支出額により評

定する。 

２ 今後継続する事業の費用削減に貢献するとは見込まれない場合に

は、契約解除により現金回収が見込まれる回収見込額により評定す

る。 

8 貸付金 １ 原則として、各債権金額から貸倒見積額を控除した価額により評定

する。 

２ 貸倒見積額は、貸付先の決算書等により財務内容を把握し、貸付先

の経営状況及び担保・保証等を考慮した回収可能性に応じて算定す

る。ただし、決算書等の入手が困難な場合には、「４売上債権」に準

じて評定することができる。 

３ 子会社等の関係会社に対する貸付金に係る貸倒見積額については、

親会社等として他の債権者と異なる取扱いを受ける可能性がある場

合には、これによる影響額を合理的に見積もるものとする。 

４ 役員等への貸付金に係る貸倒見積額は、当該役員等の資産や収入の

状況、保証債務の状況等を勘案し算定する。この場合、保証債務又

は経営責任により役員等に経済的負担がある場合等には、保証によ

る回収見込額等と重複しないように留意する。 

５ 従業員に対する住宅取得資金等の貸付金に係る貸倒見積額は、当該

従業員の資産の状況、退職金支払予定額等を勘案して算定する。 

9 未収入金等 １ 金銭債権としての性質を有するものは、原則として「４売上債権」
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に準じて評定する。 

２ 仮払金のうち、本来費用処理されるべき額については評定額は零と

する。役員等に対する仮払金は役員等に対する貸付金に準じて評定

する。 

10 事業用不動

産 

１ 原則として、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額及びこれに準じ

る評価額（以下「不動産鑑定評価額等」という）により評定する。

この場合、不動産鑑定評価等における前提条件、評価方法及び評価

額が、本評定基準の評定方法に照らして適合していることを確認す

る。 

２ 重要性が乏しい等により、不動産鑑定評価額等を取得する必要がな

いと判断される場合には、不動産鑑定評価基準（国土交通事務次官

通知）における評価手法を適用して評定した額、土地について地価

公示等の土地の公的評価額に基づいて適正に評価した額、償却資産

について適正に算定した未償却残高等を合理的に算定した価額とし

て評定することができる。 

３ なお、事業内容等に照らして評定単位について特に留意するものと

する。 

11 投資不動産 １ 原則として不動産鑑定評価額等により評定する。 

２ 重要性が乏しい等により、不動産鑑定評価額等を取得する必要がな

いと判断される場合には、不動産鑑定評価基準における評価手法を

適用して評定した額、土地について地価公示等の土地の公的評価額

に基づいて適正に評価した額又は償却資産について適正に算定した

未償却残高等を合理的に算定された価額として評定することができ

る。 

12 その他償却

資産 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、原価法による価格（再調達原

価を求めた上で当該資産の取得時から評定時点までの物理的、機能

的、経済的減価を適切に修正した価額をいう）、収益還元法による価

格又は適正に算定された未償却残高を合理的に算定された価額とし

て評定する。 

13 リース資産 リース資産については、ファイナンスリース取引に該当する場合で、

賃貸借取引に準じた処理が行われている場合に、リース債権を担保債権

として取り扱う場合には、リース資産については、未払リース料相当額

は負債として計上し、見合としてのリース資産を、その他償却資産に準

じて評定する 

14 無形固定資 １ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

に準じて評定する。 

２ 仮払金のうち、本来費用処理されるべき額については評定額は零と

する。役員等に対する仮払金は役員等に対する貸付金に準じて評定

する。 

10 事業用不動

産 

１ 原則として、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額及びこれに準じ

る評価額（以下「不動産鑑定評価額等」という）により評定する。

この場合、不動産鑑定評価等における前提条件、評価方法及び評価

額が、本評定基準の評定方法に照らして適合していることを確認す

る。 

２ 重要性が乏しい等により、不動産鑑定評価額等を取得する必要がな

いと判断される場合には、不動産鑑定評価基準（国土交通事務次官

通知）における評価手法を適用して評定した額、土地について地価

公示等の土地の公的評価額に基づいて適正に評価した額、償却資産

について適正に算定した未償却残高等を合理的に算定した価額とし

て評定することができる。 

３ なお、事業内容等に照らして評定単位について特に留意するものと

する。 

11 投資不動産 １ 原則として不動産鑑定評価額等により評定する。 

２ 重要性が乏しい等により、不動産鑑定評価額等を取得する必要がな

いと判断される場合には、不動産鑑定評価基準における評価手法を

適用して評定した額、土地について地価公示等の土地の公的評価額

に基づいて適正に評価した額又は償却資産について適正に算定した

未償却残高等を合理的に算定された価額として評定することができ

る。 

12 その他償却

資産 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、原価法による価格（再調達原

価を求めた上で当該資産の取得時から評定時点までの物理的、機能

的、経済的減価を適切に修正した価額をいう）、収益還元法による価

格又は適正に算定された未償却残高を合理的に算定された価額とし

て評定する。 

13 リース資産 リース資産については、ファイナンスリース取引に該当する場合で、

賃貸借取引に準じた処理が行われている場合に、リース債権を担保債権

として取り扱う場合には、リース資産については、未払リース料相当額

は負債として計上し、見合としてのリース資産を、その他償却資産に準

じて評定する 

14 無形固定資 １ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 
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産 ２ 観察可能な市場価格がない場合には、専門家による鑑定評価額や取

引事例に基づき適正に評価した価格を合理的に算定された価額とし

て評定する。 

３ 類似した資産がなく合理的な評定額を見積もることが出来ない場合

には評定額は零とする。 

４ 本評定前に債務者が有償で取得したのれんは無形固定資産として評

定するが、この場合、評定基準日において個別に明確に算定するこ

とができるものに限ることに特に留意する。 

15 有 価 証 券

（投資有価

証券含む） 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、合理的に算定された価額によ

り評定する。この場合、株式については日本公認会計士協会が策定

した企業価値評価ガイドラインの評価方法等を参考とする。 

３ 観察可能な市場価格及び合理的に算定された価額が存在しない社債

及びその他の債券については、当該債券について償却原価法を適用

した価額から貸倒見積額を控除した価額により評定する。 

16 関係会社株

式 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、合理的に算定された価額によ

り評定する。この場合、日本公認会計士協会が策定した企業価値評

価ガイドラインの評価方法等を参考とする。 

17 その他の投

資 

１ 長期前払費用については、「７前払費用」に準じて評定する。 

２ 敷金については、預託金額から契約により返還時に控除される額、

原状回復費用見積額及び賃貸人の支払能力による回収不能額を控除

した価額で評定する。 

３ 建設協力金については、「８貸付金」に準じて評定する。なお、無利

息等一般の貸付金と条件が異なる場合には、建設協力金に関する一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評定すること

ができる。 

４ 差入保証金については、「８貸付金」に準じて評定する。 

５ ゴルフ会員権等については、会員権相場のあるゴルフ会員権等は、

相場による価額により評定する。会員権相場のないゴルフ会員権等

は、入会金等に相当する部分は評定額は零とし、預託保証金に相当

する部分は額面金額から貸倒見積額を控除した額により評定する。 

６ 貸倒見積額は預託先の信用状況、経営状況等を考慮して見積もる。 

７ 保険積立金については、評定時点において解約したと想定した場合

の解約返戻金相当額により評定する。 

18 繰延資産 繰延資産については、原則として評定額は零とする。 

産 ２ 観察可能な市場価格がない場合には、専門家による鑑定評価額や取

引事例に基づき適正に評価した価格を合理的に算定された価額とし

て評定する。 

３ 類似した資産がなく合理的な評定額を見積もることが出来ない場合

には評定額は零とする。 

４ 本評定前に債務者が有償で取得したのれんは無形固定資産として評

定するが、この場合、評定基準日において個別に明確に算定するこ

とができるものに限ることに特に留意する。 

15 有 価 証 券

（投資有価

証券含む） 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、合理的に算定された価額によ

り評定する。この場合、株式については日本公認会計士協会が策定

した企業価値評価ガイドラインの評価方法等を参考とする。 

３ 観察可能な市場価格及び合理的に算定された価額が存在しない社債

及びその他の債券については、当該債券について償却原価法を適用

した価額から貸倒見積額を控除した価額により評定する。 

16 関係会社株

式 

１ 観察可能な市場価格がある場合には、当該市場価格により評定する。 

２ 観察可能な市場価格がない場合には、合理的に算定された価額によ

り評定する。この場合、日本公認会計士協会が策定した企業価値評

価ガイドラインの評価方法等を参考とする。 

17 その他の投

資 

１ 長期前払費用については、「７前払費用」に準じて評定する。 

２ 敷金については、預託金額から契約により返還時に控除される額、

原状回復費用見積額及び賃貸人の支払能力による回収不能額を控除

した価額で評定する。 

３ 建設協力金については、「８貸付金」に準じて評定する。なお、無利

息等一般の貸付金と条件が異なる場合には、建設協力金に関する一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評定すること

ができる。 

４ 差入保証金については、「８貸付金」に準じて評定する。 

５ ゴルフ会員権等については、会員権相場のあるゴルフ会員権等は、

相場による価額により評定する。会員権相場のないゴルフ会員権等

は、入会金等に相当する部分は評定額は零とし、預託保証金に相当

する部分は額面金額から貸倒見積額を控除した額により評定する。 

６ 貸倒見積額は預託先の信用状況、経営状況等を考慮して見積もる。 

７ 保険積立金については、評定時点において解約したと想定した場合

の解約返戻金相当額により評定する。 

18 繰延資産 繰延資産については、原則として評定額は零とする。 
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19 繰延税金資

産及び繰延

税金負債 

繰延税金資産及び繰延税金負債については、原則として、繰延税金資

産及び負債に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して評定する。この場合、事業再生計画の内容等に基づき回収可能性

について特に慎重に判断する。なお、一時差異等の認識に当たっては、

本評定基準による資産及び負債の評定額と課税所得計算上の資産及び

負債の金額の差額を一時差異とみなすものとする。 

20 裏書譲渡手

形及び割引

手形 

裏書譲渡手形及び割引手形については、割引手形買戻債務等を認識し

て負債計上し、見返勘定として回収見込額を手形遡及権として資産に計

上する。又は、割引手形買戻債務等から回収見込額を控除した額を債務

保証損失引当金として負債に計上する 

21 貸倒引当金 １ 個別引当の設定対象となった債権について、本基準に基づき別途評

定が行われているときは、当該債権についての貸倒引当額を取り崩

す。 

２ 一般引当の設定対象となった債権について、本基準に基づき別途評

定が行われているときは、当該債権についての貸倒引当相当額を取

り崩す。 

22 退職給付引

当金 

１ 退職給付に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して設定するが、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差

異については評定時に認識して計上又は取り崩す。 

２ 退職が見込まれる従業員がある場合には支給予定額を計上する。 

３ 中小企業等で合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難である

場合は、退職給付に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して簡便な方法を用いることができる。 

23 その他の引

当金 

１ 引当金の設定対象となる資産及び負債について本基準に基づき評定

が行われているときは、関連する引当金の額の見直しを行う。 

２ 関係会社の整理又は余剰人員の整理等事業再構築等に要する費用の

見積額で、他の資産等の評定額に反映されていない額は事業再生計

画に基づき「関係会社支援損失引当金」「事業再構築引当金」等の名

称により引当金を計上する。 

24 保証債務等 １ 保証債務については、保証債務の総額を負債として計上し、同額の

求償権を資産に計上し貸倒見積額を控除する。貸倒見積額は主債務

者の返済可能額及び担保により保全される額等の求償権の回収見積

額を控除した額とする。又は、保証債務の総額から求償権の回収見

積額を控除した額を債務保証損失引当金として負債に計上する。 

２ 評定基準日後に保証を履行し、又は保証履行を請求されている保証

債務が存在する場合にも、「１」と同様に評定する。 

19 繰延税金資

産及び繰延

税金負債 

繰延税金資産及び繰延税金負債については、原則として、繰延税金資

産及び負債に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して評定する。この場合、事業再生計画の内容等に基づき回収可能性

について特に慎重に判断する。なお、一時差異等の認識に当たっては、

本評定基準による資産及び負債の評定額と課税所得計算上の資産及び

負債の金額の差額を一時差異とみなすものとする。 

20 裏書譲渡手

形及び割引

手形 

裏書譲渡手形及び割引手形については、割引手形買戻債務等を認識し

て負債計上し、見返勘定として回収見込額を手形遡及権として資産に計

上する。又は、割引手形買戻債務等から回収見込額を控除した額を債務

保証損失引当金として負債に計上する。 

21 貸倒引当金 １ 個別引当の設定対象となった債権について、本基準に基づき別途評

定が行われているときは、当該債権についての貸倒引当額を取り崩

す。 

２ 一般引当の設定対象となった債権について、本基準に基づき別途評

定が行われているときは、当該債権についての貸倒引当相当額を取

り崩す。 

22 退職給付引

当金 

１ 退職給付に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して設定するが、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差

異については評定時に認識して計上又は取り崩す。 

２ 退職が見込まれる従業員がある場合には支給予定額を計上する。 

３ 中小企業等で合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難である

場合は、退職給付に関する一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して簡便な方法を用いることができる。 

23 その他の引

当金 

１ 引当金の設定対象となる資産及び負債について本基準に基づき評定

が行われているときは、関連する引当金の額の見直しを行う。 

２ 関係会社の整理又は余剰人員の整理等事業再構築等に要する費用の

見積額で、他の資産等の評定額に反映されていない額は事業再生計

画に基づき「関係会社支援損失引当金」「事業再構築引当金」等の名

称により引当金を計上する。 

24 保証債務等 １ 保証債務については、保証債務の総額を負債として計上し、同額の

求償権を資産に計上し貸倒見積額を控除する。貸倒見積額は主債務

者の返済可能額及び担保により保全される額等の求償権の回収見積

額を控除した額とする。又は、保証債務の総額から求償権の回収見

積額を控除した額を債務保証損失引当金として負債に計上する。 

２ 評定基準日後に保証を履行し、又は保証履行を請求されている保証

債務が存在する場合にも、「１」と同様に評定する。 
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３ 他の債務者の債務の担保として提供している資産がある場合等で、

当該資産について担保権が実行される可能性が高い場合について

も、保証債務に準じて評定する。 

25 デリバティ

ブ取引 

１ 市場価格又はこれに準じて合理的に算定された価額により評定す

る。 

２ ヘッジ取引についてはヘッジ対象資産及び負債について本基準に基

づき評定した場合には、ヘッジ手段であるデリバティブ取引につい

ても本基準に基づき評定する。 

３ 複合金融商品を構成する個々の金融資産又は金融負債を一体として

評定単位とすることが適当な場合には一体のものとして評定する。 

26 のれん 法人格の継続を前提とした自らの事業に関するのれんについては、

「１４無形固定資産」ののれんに準じて、評定基準日において個別に明

確に算定することができるものに限って評定することができ、それ以外

の評定額は零とする。 

27 その他 １ 本基準に定めのない資産及び負債項目については、「２評定の原則」

に従って合理的な評定方法を採用するものとする。 

２ 本基準に定めのないその他の合理的な評定方法がある場合には、そ

の他の合理的な評定方法を用いることができるものとする。その場

合には、その他の合理的な評定方法の内容及び採用した理由を明記

するものとする。 

３ 「１目的」に照らして、重要性に乏しいと判断した資産及び負債に

ついては、本基準と異なる簡便的な評定方法を用いることができる

ものとする。簡便的な評定方法を用いた場合には、重要性の基準値

及び簡便的な評定方法の内容を明記するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 他の債務者の債務の担保として提供している資産がある場合等で、

当該資産について担保権が実行される可能性が高い場合について

も、保証債務に準じて評定する。 

25 デリバティ

ブ取引 

１ 市場価格又はこれに準じて合理的に算定された価額により評定す

る。 

２ ヘッジ取引についてはヘッジ対象資産及び負債について本基準に基

づき評定した場合には、ヘッジ手段であるデリバティブ取引につい

ても本基準に基づき評定する。 

３ 複合金融商品を構成する個々の金融資産又は金融負債を一体として

評定単位とすることが適当な場合には一体のものとして評定する。 

26 のれん 法人格の継続を前提とした自らの事業に関するのれんについては、

「１４無形固定資産」ののれんに準じて、評定基準日において個別に明

確に算定することができるものに限って評定することができ、それ以外

の評定額は零とする。 

27 その他 １ 本基準に定めのない資産及び負債項目については、「２評定の原則」

に従って合理的な評定方法を採用するものとする。 

２ 本基準に定めのないその他の合理的な評定方法がある場合には、そ

の他の合理的な評定方法を用いることができるものとする。その場

合には、その他の合理的な評定方法の内容及び採用した理由を明記

するものとする。 

３ 「１目的」に照らして、重要性に乏しいと判断した資産及び負債に

ついては、本基準と異なる簡便的な評定方法を用いることができる

ものとする。簡便的な評定方法を用いた場合には、重要性の基準値

及び簡便的な評定方法の内容を明記するものとする。 
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（別紙２）  

平成 年 月 日  

 

事業再生計画が株式会社企業再生支援機構の実務運用標準  

に従って策定されたものであることの確認書 

  

（住所）  

（債務者名）  

（代表者名）  

 

株式会社 企業再生支援機構  

                        代表取締役社長  

 

 

貴社の再生計画に関し、以下の点を確認いたします。  

 

 

債務者：（住所）（債務者名）  

 

主要債権者：（金融機関名）  

 

 

確認事項：  

（１）「株式会社企業再生支援機構の実務運用標準」に定められた一連の手続きに従って策定さ

れた事業再生計画であること。  

（２）「株式会社企業再生支援機構の実務運用標準」別紙１に定められた「資産評定基準」に基

づく資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表が作成されている

こと。また、当該資産評定は公正な価額により行われていること。  

（３）（２）の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に基

づいて債務免除等をする金額が定められていること。 

  

 

 

 

 

以上 

（別紙２）  

平成 年 月 日  

 

事業再生計画が地域経済活性化支援機構の実務運用標準  

に従って策定されたものであることの確認書 

  

（住所）  

（債務者名）  

（代表者名）  

 

株式会社 地域経済活性化支援機構  

                    代表取締役社長  

 

 

貴社の再生計画に関し、以下の点を確認いたします。  

 

 

債務者：（住所）（債務者名）  

 

主要債権者：（金融機関名）  

 

 

確認事項：  

（１）「地域経済活性化支援機構の実務運用標準」に定められた一連の手続きに従って策定され

た事業再生計画であること。  

（２）「地域経済活性化支援機構の実務運用標準」別紙１に定められた「資産評定基準」に基づ

く資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした貸借対照表が作成されているこ

と。また、当該資産評定は公正な価額により行われていること。  

（３）（２）の貸借対照表における資産及び負債の価額、再生計画における損益の見込み等に基

づいて債務免除等をする金額が定められていること。 

（４）地域経済活性化支援委員会が再生支援をするかどうかの決定を行ったこと。 

（５）株式会社地域経済活性化支援機構法第２６条第１項に規定する関係金融機関等に対する買

取申込み等の求めが、同項第１号に掲げる申込みをする旨の回答をするように求める方法又

は同号に掲げる申込み若しくは同項第２号に掲げる同意のいずれかをする旨の回答をするよ

うに求める方法のいずれかにより行われたこと。 

以上 

 


